
平成１７年１０月１８日 

 
組織改正について 

 

 

 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（取締役社長 上原 治也）は、平成１７年１２月１日付で以

下のとおり組織改正を行いますのでお知らせいたします。 

 

 

１．法人営業体制の再編について 

 

     営業部組織について、役割の明確化による営業力の強化と効率的な法人営業体制構築 

を目的に以下の組織変更を行います。 

 

（１） 東京地区 

① 事業法人等の担当部について 
現行の１７部体制（「営業第１～９部」「東京営業第１～６部」「営業開発第１･２ 

部」）を、１２部体制（「営業第１～１０部」「営業開発部」「融資営業部」）に再 

編いたします。 

   

② 金融法人・非営利法人等の担当部について 
法人営業部を「本店法人営業第２部」へ統合・集約いたします。 

 

（２） 名古屋地区 

名古屋営業部を「名古屋法人営業部」へ統合・集約いたします。 

 

（３） 九州地区 

九州営業部を「九州法人営業部」に名称変更いたします。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

三菱ＵＦＪ信託銀行 経営企画部 広報室 

０３－６２１４－６０４４ 

 


